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                                       税理士法人イースリーパートナーズ 

【高槻本部】 〒569-0803 大阪府高槻市高槻町 14-13 丸西ビル 4F  TEL 072-686-5131 FAX 072-686-5090 

【大阪事務所】〒530-0041 大阪市北区天神橋 2-4-17 千代田第一ﾋﾞﾙ 7F TEL 06-6654-6805 FAX 06-6654-7020 

       E-mail info@e3-partners.com  URL http://www.e3-partners.com 

 

・税務調査って何？（余田） 

・クリニック経営講座 Vol｡1☆～法人成り～(森) 

・地方法人特別税の創設（田中宏彦） 

・各種申告納付期限のご案内 

・気になる助成金情報～中小企業緊急雇用安定助成金（本多） 

 

税務調査税務調査税務調査税務調査ってってってって何何何何？？？？（余田） 
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税務署から事前通知の連絡がきました。 

「○○株式会社さんですか、来週、税務調査にお伺いさせていただきたいのですが」 

こんな連絡があると、会社の経営者や経理担当者はとても不安になります。 

「申告に間違いがあったのでは」 

「悪いことはしていないのになぜ」 

「税金を取られるのかなぁ」 etc 

 

何も心配することはありません。 

「税務調査」を正しく理解しましょう。 

 

日本では、納税者が自分で所得と税額を計算し、課税行政庁（税務署等）に対して申告するという申告納税制度

を採用しています。 

自分で納付する税金を計算するわけですから、もしかしたら申告が漏れているかもしれないし、税法の解釈を誤

って計算しているかもしれません。 

税務署は、申告された内容を正確で適正かどうかを確認しなければなりません。 

この確認作業のことを「税務調査」といいます。 

 

税務調査は大きく分けて、次の 2 種類があります。 

強制調査 
裁判所が捜査令状を発行し悪質だと予想される脱税に対して、国税局査察部

が強制的に行う調査。 

任意調査 
申告内容を納税者に確認しながら進められる調査。 

一般的に「税務調査」といえば任意調査のことです。 

任意調査といっても調査官には質問検査権がありますから、正当な理由なしに調査を拒むことはできません。ま

た、納税者には税務調査に応じなければならないという受忍義務があります。 

税務調査は適切に税金を計算し申告していれば、何も不安になることはありません。 

税務署による申告内容の確認と考えて、平常心でいることが大切です。 
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☆☆☆☆クリニッククリニッククリニッククリニック経営講座経営講座経営講座経営講座    Vol.1Vol.1Vol.1Vol.1☆☆☆☆    ～～～～法人成法人成法人成法人成りりりり～～～～（森）    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

    

地方法人特別税地方法人特別税地方法人特別税地方法人特別税のののの創設創設創設創設（田中宏彦） 
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各種申告納付期限各種申告納付期限各種申告納付期限各種申告納付期限のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

各種申告納付期限各種申告納付期限各種申告納付期限各種申告納付期限のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医業コンサルチームより、３回シリーズで連載します。 

1 回目のテーマは法人成り。医療法人のメリットをお伝えします。 

＜医療法人への移行メリット＞ 

□ 最高税率が個人よりも低い 

税負担が少なくなることにより、改装や設備投資の資金が確保できます。 

□ 周辺分野への進出が可能 

介護事業への進出や薬局、助産所、歯科技工所の開設等が可能です。 

□ 退職金の支給が可能 

退職金は通常の給与に比べて、税負担が軽くなります。 

個人事業では院長や家族従業員への退職金の支給はできませんが、医療法人であれば可能です。 

医業コンサルチームでは、医療法人に関する冊子を作成しております。 

ご希望の方は弊社スタッフまでお知らせ下さい。 

平成 20 年 10 月 1 日以降に開始する事業年度については法人の事業税が法人事業税（地方税）と地方法人特

別税（国税）の 2 種類に分類されて課税されるようになります。創設の趣旨は地方税である法人事業税の一部を

国税として国が徴収し地方に分配することにより各都道府県の税収格差を是正するためです。端的に言えば大都

市の税収を地方都市に分配するということです。実務的には 9 月決算法人の中間申告から適用が開始されており、

9 月決算法人においては中間申告の申告書・納付書に地方法人特別税の記載があったと思います。 

しかしながら、納税者にとっては増税でも減税でもなく改正による影響はほぼゼロです。影響としては①申告

書・納付書への記載方法が変わる。②端数処理により前制度より納税額が数百円安くなる、ことくらいです。 

ご心配なく！ 

税制改正があるたびに「増税では？」と思ってしまうのは重税国家に住む国民の性でしょうか。 

 

該当の事業者は社会保険と源泉所得税について次の申告納付手続きが必要となります。ご注意ください。 

①①①①����  労働保険労働保険労働保険労働保険のののの年度更新年度更新年度更新年度更新…………申告納付期限申告納付期限申告納付期限申告納付期限    ７７７７月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（金金金金））））    

労働保険の保険料は、保険年度（毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで）の 1 年間を単位として、原則とし

てその事業に使用される労働者の「賃金総額」に事業の種類ごとに定められた「保険料率」を乗じて算出しま

す。保険年度の当初に、見込みの賃金総額より算定した概算保険料率を納付し、保険年度末に賃金総額が確定

したところで精算するという方法をとります。 

②②②②    社会保険社会保険社会保険社会保険のののの定時決定定時決定定時決定定時決定…………申告期限申告期限申告期限申告期限    ７７７７月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（金金金金））））    

1 年に一度、各被保険者の標準報酬月額を実際の報酬（給与）と見合ったものにするため、標準報酬の改定

が行われます。これを定時決定といい、毎年 4、5、6 月の 3 カ月の平均をとり決定されます。決定された

標準報酬月額は、その年の 9 月より改定され、実際は 9 月分の保険料（10 月給与控除）より変更され、原

則的には翌年の 8 月まで適用されます。 

③③③③ 源泉所得税源泉所得税源泉所得税源泉所得税のののの特例納付特例納付特例納付特例納付…………申告納付期限申告納付期限申告納付期限申告納付期限    ７７７７月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（金金金金））））    

    

これらの詳細に関するご質問は弊社スタッフまでお気軽にお問い合わせください。 


